（様式３） 
誓　約　書
　　　　年　　月　　日
みやき町長　　　　　　　　　様
応募者（又は共同申請者）
住所又は所在地
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名又は名称
及び代表者名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（自署又は記名押印）

私は、旧バナナ栽培用ハウス利活用事業公募型プロポーザルの応募申込みにあたり、下記の事項を誓約します。 
なお、下記事項について該当の有無を確認するため、町が調査することに同意します。

記

１　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該当しません。
２　過去２年間に、みやき町との間で、競争入札の公正な執行を妨げ、若しくは落札者の契約を妨げ、又は正当な理由なく契約を履行しなかったことはありません。
３　国税及び地方税に滞納はありません。
４　破産法（平成16年法律第75号）の規定による破産手続開始の申立ては行われていません。
５　会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、又は民事再生法（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てをしていません。
６　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員その他反社会的団体及びそれらの構成員又はこれらのものから委託を受けた者ではありません。
７　対象物件を、前項の規定に該当する者に譲渡又は貸与しません。
８　対象物件を、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に定める風俗営業、同条第５項に定める性風俗関連特殊営業、その他これらに類する営業の用途に供しようとする者ではありません。
９　対象物件を、廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号）に定める一般廃棄物、産業廃棄物及び特別管理産業廃棄物を処理するための用途に供しようとする者ではありません。
10　対象物件を、前２項の用途に供することを目的とする者に譲渡又は貸与しません。
11　応募にあたり、対象物件、条件、説明等、全て承諾のうえで申込みますので、後日これらの事柄についてみやき町に対し一切の異議及び苦情を申し立てません。

（様式３　裏面）
役員一覧表
記載方法
1 記載例に従って、各項目を記載してください。
2 個人事業者の場合には代表者を、法人の場合にはその役員又はその支店若しくは契約権限を有する事務所の代表者を記載してください。
3 同一内容であれば任意の様式での提出も可とします。
	役　職
	氏　名
	カ　ナ
	生年月日
	性 別

	（記載例）
代表取締役社長
	みやき　太郎
	ミヤキ タロウ
	〇〇〇〇 年 〇〇 月 〇〇 日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女

	
	
	
	    年    月    日
	男　女



みやき町暴力団排除条例（平成24年みやき町条例第1号）　抜粋
（定義）
第２条　この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(１)　暴力団　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。
(２)　暴力団員　法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。
(３)　暴力団員等　暴力団員又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。
(４)　暴力団等　暴力団、暴力団員等又は暴力団と密接な関係を有する者として町長が別に定める者をいう。
(５)　町民等　町民及び事業者をいう。
(６)　関係機関等　法第32条の２第１項の規定により公安委員会から佐賀県暴力追放運動推進センターとして指定されている者、佐賀県弁護士会その他の暴力団を排除するための活動を行う機関又は団体をいう。

（町の事務及び事業における措置）
第６条　町は、公共工事その他の町の事務又は事業によって暴力団を利することとならないよう、次に掲げる措置を講ずるものとする。
(１)　町が実施する入札に暴力団等を参加させないための措置
(２)　町と契約を締結した者に暴力団等と下請契約を締結させないための措置
(３)　前２号に掲げるもののほか、暴力団を利することとならないようにするために必要な措置として町長が別に定めるもの
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